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青森県教育施策の方針





令和８年度 学校教育指導の方針と重点





令和８年度 社会教育行政の方針と重点



令和８年度 文化財保護行政の方針と重点



令和８年度 体育・健康・スポーツ行政の方針と重点





夢や志の実現に向け、知･徳･体を育む学校教育を目指して

東青教育事務所　学校教育指導の方針と重点























































小・中学校「学校訪問」実施要項







電話等による教育相談について





スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーについて



特別支援教育巡回相談員制度について









事故、事件、集団かぜ等の報告について







ウェルビーイングの向上を目指して

東青教育事務所　社会教育行政の方針と重点











市町村教育委員会訪問実施要項





管内社会教育関係団体及び関連事業事務局

管内市町村の主な社会教育施設(教育委員会所管)









各書類提出期限一覧
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給与・旅費に係る事務の留意点 
 

 １ 給 与 関 係 

 

  （１） 給与支給明細書について 

     給与支給明細書は、収受後、金額等をチェックし、不明な点がある場合は速やかに東青教育事務

所（以下「事務所」という。）へ連絡すること。特に次の事項に留意し、十分チェックすること。 

    ア 人事異動に係る各種変更（新採用者・割愛採用者及び異動者の給料の月額、支出科目、へき地

手当、管理職手当等） 

    イ 扶養手当（子の扶養手当に係る４月の特定加算、２２歳到達時の支給終了も含む。）、単身赴

任手当、へき地手当に準ずる手当 

    ウ 通勤手当報告書、住居手当報告書との照合    

    エ 職員が育児休業、休職に入る場合及び復帰する場合の給与 

     オ 特殊勤務手当、時間外勤務手当等（実績報告書との照合） 

    カ 昇給（昇給、昇格発令通知書との照合） 

 キ その他、給与改定等の制度改正が行われた際の支給額 

   

  （２） 給与の口座振込について 

     申出内容の変更時期は、通年（６月、１１月、１２月給与後を除く）とし、変更内容を記入した

口座振込申出書を提出期限までに提出すること。ただし、下記ア～ウのようなやむを得ない場合

は、この限りではないこと。 

    ア 金融機関の店舗統廃合や改姓により口座番号が変更になった場合（改姓のみで口座番号等に変

更がない場合は、給与管理システムの氏名変更のため戸籍謄（抄）本のコピーを提出すること。

ただし、電算対象外職員（講師等）については、相手方登録入力（依頼）票の提出が必要とな

る。）※給与の振込口座と旅費の振込口座が同一の場合であっても、旅費相手方登録入力（依

頼）票の提出も忘れずに行うこと。 

    イ 現金受領のある職員が育児休業及び無給休職に入る月 

    ウ 年度末退職者については、振込区分を第１口座のみに変更すること。（３月末日までに、変更

内容を記入した口座振込申出書を提出すること。） 

    ※上記ア、イについては、給与管理システムの都合により申出月からの変更ができない場合もある

      ため、銀行との手続を行う前に事務所に確認すること。 

 

  （３） 前渡資金について 

   ア 前渡資金取扱者は、現金の取扱いについて事故が発生しないように十分留意すること。 

   イ 前渡資金口座は、返納する場合を除き、当日中に精算し、口座残高を０円とすること。 

   ウ 前渡資金取扱者が、前渡資金取扱予定日にやむを得ず取扱いできなくなる場合は、速やかに前

    渡資金取扱者の変更の承認を受けること。 

   エ 前渡資金取扱者は、前渡資金口座の金額を常に確認し、過不足が生じた場合には、速やかに事

務所へ連絡すること。また、給料や諸手当の支給、所得税還付等について、支給対象となる職員

が在職するにもかかわらず支給明細書が送付されない場合は、速やかに事務所に確認すること。 

   オ 給与支給日に個人口座への給与振込が不能となった場合は、給与が前渡資金口座に入金となる

    ため、その際は同日中に職員に支払い、精算すること。（当日の午後に入金となる場合があるの 







学級編制について



小・中学校教職員配置基準







教員加配等について



休暇等に係る提出書類一覧











管内市町村教育委員会一覧



学　 　校　 　一　 　覧
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         総務課事務分掌一覧 
 

職・氏名 事  務  分  掌 

総括主幹（総務課長） 

竹 内 奈 津 美 

●総務課総括  ●公印保管  ●出納員  ●総括前渡資金取扱者 

●叙勲 ●学校事務訪問     

主幹（副課長） 

村 尾 利 幸 

●給与・旅費総括 ●小学校給与・旅費（青森市浜田小～浪岡南小） 

●中学校給与・旅費（青森市） ●旅費調査・配分 ●学校事務研究

会関係 ●会計年度任用職員（中学校病休代替・教科指導非常勤講師

）報酬・旅費 ○給与費調査総括 ○時間外勤務手当配分 ○所得税

○住民税 ○学校事務訪問 

主 幹 

牧 野 英 之 

●小学校給与・旅費 

 

主 幹 

 會 田 明 生 

●教職員人事・服務  ●市町村教育委員会との連絡調整   

●学校設置・廃止 

主 査 

 原 田 朋 子 

●小学校旅費（青森市、東津軽郡、むつ市、下北郡） 

●中学校旅費（青森市、東津軽郡、むつ市、下北郡） ●旅費（通級指

導・教職大学院）○給与全般  

主 査 

 田 中 優 一 

●庶務一般  ●経理  ●物品  ●事業旅費  ●文書管理 

●会計年度任用職員（スクールサポートスタッフ、スクールソーシャル

ワーカー、スクールカウンセラー、育みプラン非常勤講師）報酬・旅費

●雇用保険 ○番号制度 

主 事 

 葛 西 未 来 

●学級編制  ●教職員の昇給・昇格  ●休暇・休職  ●免許 

●公務災害  ●退職手当  ●教職員の履歴事項  ●補助金関係 

主 事 

山 本   恋 

●小学校給与・旅費（むつ市、下北郡、東津軽郡） 

●中学校給与・旅費（むつ市、下北郡、東津軽郡） 

●給与費調査総括 ●時間外勤務手当配分 ●共済組合・社会保険 

●所得税 ●互助会 ●会計年度任用職員（小学校病休代替非常勤講

師）報酬・旅費 ○給与・旅費総括 ○雇用保険 ○学校事務研究会

関係 

主 事 

 相 馬 伽 厘 

●小学校給与・旅費（青森市造道小～三内小）   

●旅費（研修・初任研・初任研拠点校）●住民税 ●番号制度 ●会計

年度任用職員（初任研非常勤講師・特別非常勤講師）報酬・旅費 

○事業旅費 ○共済組合・社会保険 ○互助会 

          ※ ●：主担、〇：副担 



教　育　課　事　務



分　掌　一　覧



災害等発生時の連絡体制



１　自然災害（火災、地震、台風、津波等）、弾道ミサイル等による

被害関係対応

２　高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫対応











東青教育事務所（運転免許センター ２階）

〒038-0031 青森市大字三内字丸山１９８－４

T E L ：017-764-0766(総務課)・0784(教育課)

F A X ：017-764-6727

E-mail : E-TOSEI@pref.aomori.lg.jp


